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 本市では、高度経済成長がもたらした様々な消費者問題の解決に向けて、昭和５３年にくらしの

相談業務を開始、昭和５８年に消費生活センターを開設し、平成２１年度から鯖江市行政組織規則

において消費者基本法の理念に基づき鯖江市消費生活センターとして設置され、消費者行政の拠点

として様々な取り組みを進めてまいりました。 

 しかし、近年、消費者をめぐる環境は厳しくなり、経済のグローバル化や高度情報通信社会の進展

により、インターネットに関する消費者トラブルの増加や高齢化が進み、高齢者を狙った特殊詐欺や悪

質商法による消費者被害が多様化・深刻化しています。さらに民法改正により令和４年（２０２２年）

４月から成年年齢が２０歳から１８歳に引下げされることに伴い若年者トラブルの発生が危惧されます。 

 さらに、従来のクレジットカードや電子マネーのほかに、キャッシュレス化が進み消費者の利便性が

向上される一方で、消費者トラブルが増加する恐れがあります。 

 また、２０１５年９月に国連サミットで採択された持続可能な開発目標 SDGs の目標の一つである 

「つくる責任つかう責任」では消費者の生活行動の改善なども目標として示されています。 

 このような中、平成２４年１２月に消費者教育を総合的・一体的な推進を図るために、消費者教育の

推進に関する法律が施行され、消費者教育の定義において、消費者の自立支援という消費者教育の目的

に、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する「消費者市民社会」の形成の視点が盛

り込まれ、地方公共団体においては「消費者教育推進計画」を定めることが努力義務とされました。 

 また、平成３０年に国は「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を変更し当面の重点項目として

「若年者の消費者教育」「消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進」「高度情報通信ネットワ

ーク社会の発展に対応した消費者教育の推進」を示しました。 

 

 

 

  社会情勢の変化や国の基本的な方針の変更を踏まえれば、これからは、消費者の被害防止のた

めの教育にとどまらず、消費者が安心して、安全で豊かな消費生活を営める社会の実現のため、自ら

の消費行動を通じて深刻化する環境問題や社会問題の解決に貢献できるようにする消費者教育が必要

です。また、必要な情報を得て、自主的かつ合理的に行動できるよう、幼児期から高齢期までの生涯

にわたり、それぞれの時期に応じ、学校、地域、職域その他の様々な場において、消費者教育を統合

的かつ一体的に推進します。 

 

第１章 計画の基本的事項 

 
１ 計画策定の背景 

２ 計画策定の趣旨 
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  本計画は、消費者教育の推進に関する法律第 10 条第 2 項に基づき策定する「市町村消費者教育推進

計画」として位置付けます。 

 

 

 

 

 

    消費者と事業者が築く、安心・安全で持続可能な消費者市民社会（※） 

「めがねのまちさばえ」を目指して 

 

  賢い消費者となって消費者被害を未然に防ぐとともに、自らの消費生活に関する行動が、将来にわ

たって内外の社会経済情勢および地球環境に及ぼす影響力を理解することを通じて、消費者・事業者

双方が、自ら学び、考え、行動する持続可能な地域をつくる、「めがねのまちさばえ」らしい活力ある

消費者市民社会の実現を目標とします。 

 

 

 

 

 

 令和２年度を初年度とし令和６年度までの５年間とします。 

ただし、社会経済情勢の変化や法制度の改正、国の基本方針の変更等に適切に対応するため、必要

に応じて見直しを行うものとします。 

 

 

 

 

  

４ 基本理念 

５ 計画期間 

３ 計画の位置付け 

（※）消費者市民社会とは 

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関

する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得る

ものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。 

（消費者教育の推進に関する法律第２条第２項） 



3 

 

 

 

 

  

 

（１） 消費生活相談件数の推移 

消費生活センターで受け付けた過去５年間の消費生活相談の件数は、概ね５００件程度で

推移しています。平成２９年度以降は、前年度までに比べて大幅に増えています。これは

ハガキによる架空請求の件数が多くなったこと等が考えられます。 

    

 

（２） 平成３０年度消費生活相談内容 

平成３０年度の相談内容はハガキによる架空請求が３０％と最も多く、次いで通信販売 

２４.８％、店舗販売１６.９％でした。 
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第２章 消費者を取り巻く現状と課題 

 
１ 消費生活相談の状況 
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（３） 年代別消費生活相談件数の推移 

年代別の消費生活相談件数の推移を見ると、平成２９年度に６０歳代が大幅に増加、平成

３０年度には減ったものの、相談件数は７０歳代以上が最も多く、次いで６０歳代となっ

ています。 

                   

 

   

 

20 歳 

未満 
20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 

70 歳代  

以上 
その他 

H26 年度 7 31 52 58 65 97 121 5 

H27 年度 12 33 50 76 47 69 139 5 

H28 年度 7 29 50 74 72 72 135 9 

H29 年度 1 20 35 66 103 175 140 22 

H30 年度 6 23 41 62 81 113 155 15 
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本計画の策定にあたり、本市における消費生活に関する意識や消費生活相談、消費者教育に関す

る状況を把握するため、令和元年度に市民を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

 

１ 調査地域     鯖江市全域 

 

 

２ 調査方法     郵送による無記名アンケート調査票の配布・回収 

 

 

３ 調査対象     市内在住の２０歳以上の男女１,５００人 

                       

 

４ 調査項目     ２８問 

            

 

５ 調査期間     令和元年６月２７日～７月１８日 

            

 

６ 回答数      ５９６／１,５００人（回答率：３９．７％） 

            

 

７ 回答者の属性   ＜性別＞  男４４％  女５５％  無回答１％ 

           ＜年代別＞ ２０歳代  ９％  ３０歳代 １４％  ４０歳代 １７％ 

                     ５０歳代 １９％ ６０歳代 ２３％  ７０歳代 １７％ 

                     無回答   １％ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１ 消費者教育の現状と課題（市民） 



6 

 

Ⅰ 消費者意識と行動について 

商品やサービスを選ぶ際の意識する項目について、「常に意識する、よく意識する、たまに意識す
る」の合計で最も多かった上位３項目は「価格」９８.０％ 「機能・品質」９８.２％ 「安全性」 
９６.５％でした。 
「その商品やサービスが環境へ及ぼす影響」は７２.０％、事業者の経営方針や理念、社会貢献活動
は４７.５％でした。 

   

 

 

「エシカル消費」の認知度について、「言葉も内容も知っている」方は３.４％でしたが、言葉や内容い

ずれかを知っている人を含めると、「エシカル消費」に関連する何らかの知識を持っている方は２４.７％

でした。 
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事業者の経営方針や理念、社会貢献活動 

評判 

特典（ポイントカード、景品等） 

常に意識する よく意識する たまに意識する 

ほとんど意識しない 全く意識しない 無回答 

3.4% 

9.2%) 
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2.0% 
1.「エシカル消費」という

言葉も内容も知っている 

2.「エシカル消費」の内容

は知らないが、言葉は聞い

たことがある 

3.「エシカル消費」という

言葉は知らないが、内容は

知っている 

4.「エシカル消費」という

言葉も内容も、知らない 

無回答 
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Ⅱ 消費者問題に対する関心について 

  関心のある消費者問題について「食品の安全性」２０.１％が最も多く、次いで「生活関連物資の 
価格動向」１５.８％、「製品の安全性」１５.２％でした。 

 

    

 

 

 

 

  消費者として心掛けている内容について質問したところ「心掛けている、ある程度心掛けている」
の合計で最も多かった上位３項目は「表示や説明を十分理解したうえで選択する」７７.３％「不必要
な包装を断ったり、マイバッグを持ち歩く」８１.１％「食品ロス等を防ぐため、物を買いすぎない」 
７２.７％でした。 

 「環境に配慮した商品やサービスを選択する」は５１.０％でした 
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2.問題があれば事業者や行政相談窓口に申立てを行う 

3.個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる 

4.不必要な包装を断ったり、マイバックを持ち歩く 

5.食品ロス等を防ぐため、物を買い過ぎない 

6.環境に配慮した商品やサービスを選択する 

7.地域の活性化、地産地消、障害者支援、被災地支… 

心掛けている ある程度心掛けている どちらともいえない 

あまり心掛けていない 殆ど心掛けていない 
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Ⅲ 消費者トラブルに関する経験について 

 過去１年間における消費者トラブルの経験があると回答した方に、トラブルの内容について質問した
ところ「商品の内容が期待より劣っていた」４４.０％が最も多く、次いで「事後の対応や苦情への対応
に関すること」が１３.１％、「食品の安全・表示に関すること」が９.５％でした。 

  

 消費者トラブルにあった際の相談先は「販売店やメーカーなどの相談窓口」５５.３％が最も多く、次
いで「家族、知人、同僚など身近な人」２１.３％でした。「県の消費生活センター」は４.３％、「市の消
費生活センター」は６.４％でした。 

  

 

Ⅳ インターネット関連における消費生活上のトラブルについて 

 近年、インターネットを利用した商品やサービスの購入が「大幅に増えている」「増えている」と回答
した方にどのような取引が増えているか質問したところ、「商品の購入」６６.５％が最も多く、次いで 
「金融取引」１３.４％、オンラインゲームの利用９.９％でした。 
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 インターネットを通じた取引についてトラブルの内容を質問したこところ、「特にトラブルにあった経
験はない」６５.３％が最も多く、次いで「商品やサービスの内容が、想定していたものと違った」  
２１.７％でした。 

  

Ⅴ 架空請求について 

 架空請求を受けたことがあると答えた方に、架空請求に対する対応を質問したところ、「自分の判断で、
無視した」７５.１％が最も多く、次いで「他の人に相談して、無視した」２２.３％でした。自分の判断
で請求のあった相手に連絡した方は２.５％でした。 

  

 

Ⅵ 成年年齢引下げについて 

 成年年齢引下げに伴い、１８～１９歳の消費者トラブルが増加する恐れがあることに対して、どのよ
うな対応が必要か質問したところ、「家庭において、子どもに消費者として契約関係などの知識を教えて
いくことが必要」２９.５％が最も多く、次いで「高等学校、大学等において消費者として契約関係など
の教育を強化」２８.８％、「事業者への取り締まり強化」２２.７％でした。 
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た 
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 消費者行政を受ける場として、重要な場について質問したところ、「学校での授業」２８.８％が最も多
く、次いで「地域（町内会、老人クラブ、サロン等）での講習会等」２６.６％、「会社、職場での講習会・
勉強会等」１７.５％でした。 

    

  学校や地域・職場で消費者教育に関する教育・消費者啓発を受けた経験について質問したところ、 

「ある」と答えた方は２０.６％でした。 

 

 

Ⅶ 消費者行政について 
 消費者問題について、市（行政）にしてほしいことについて質問したところ「高齢者などの被害に遭
いやすい人たちへの支援」３２.９％が最も多く、次いで「消費者トラブルについての広報や啓発をして
欲しい」２８.４％「学校の授業等で消費者教育を組み入れて欲しい」２８.２％でした。 

 

26.6% 
28.8% 

12.3% 
17.5% 

7.5% 6.2% 
1.2% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

ある 

20.6% 

ない 

78.2% 

無回答 

1.2% 

28.4% 
32.9% 

28.2% 

7.0% 
2.5% 0.8% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%
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アンケートから判明した課題 

 
 
ⅠⅡ 消費者意識と行動について 消費者問題に対する関心について 

   ・地域、社会、環境に配慮した商品の製造・販売・事業者の取り組みへの消費者意識の醸成 
・エシカル消費の推進 

 
Ⅲ  消費者トラブルに関する経験について 

   ・消費者トラブル未然防止啓発・トラブルになった場合、対応策についての情報提供 
・消費生活センター等相談窓口の周知 

   
Ⅳ  インターネット関連における消費生活上のトラブルについて 

   ・インターネットを利用する際、利便性・危険性を認識した上で契約する消費者意識の醸成 
   ・時世にあった消費者問題に関する情報提供 
 
Ⅴ  架空請求について 

   ・時世にあった消費者問題に関する情報提供 
 
Ⅵ Ⅶ 成年年齢引下げについて 消費者行政について 

   ・家庭教育の支援と学校での教育の充実 
   ・広報・啓発の強化 
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本計画の策定にあたり、本市における消費生活に関する意識や消費生活相談、消費者教育に関す

る状況を把握するため、令和元年度に事業所を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

１ 調査地域     鯖江市全域 

 

２ 調査方法     郵送による無記名アンケート調査票の配布・回収 

 

３ 調査対象     市内に事業所を有する５００事業所 

 

４ 調査項目     １８問 

 

５ 調査期間     令和元年１２月２５日～令和２年１月１５日 

 

６ 回答数       １３０／５００事業所（回答率：２６.０％） 

 

７ 回答者の属性   ＜業種＞  

 製造業（眼鏡）  ２０.０％   卸業・小売業(眼鏡)   ５.４％ 

製造業（繊維）     ２.３％      卸業・小売業(繊維)    １.５％ 

製造業（漆器）      ３.１％      卸業・小売業(漆器）    ０.８％ 

            製造業（その他）  １６.９％      卸業・小売業（その他）  ８.５％ 

                      建設業      １８.５％   運輸業                  ３.１％ 

飲食業       １.５％   サービス業       ６.９％ 

金融・保険業    １.５％   医療・福祉              ３.８％ 

                      電気・通信業      １.５％      その他                  ４.７％ 

                              

           ＜従業員数＞  

５人以下       １６.２％        ６～ １０人   ２０.８％  

      １１～  ２０人  ２０.０％      ２１～ ３０人   １０.８％ 

              ３１～  ５０人   １３.８％      ５１～１００人     ７.７％ 

      １０１～３００人   ９.２％      ３００人以上      １.５％ 

                      ＜主な販売（提供）先＞ 

            主に消費者           ２０.０％ 

            主に事業所（者）        ５０.０％ 

            一般消費者と事業所（者）両方  ３０.０％ 

 

 

 

 

２－２ 消費者教育の現状と課題（事業所） 



13 

 

Ⅰ 取り組み内容について 

重視して取り組んでいる内容について上位３つについて質問したところ、最も重視している内容は 
「消費者の志向や意見を参考にした商品の開発や販売体制整備」３５.４％が最も多く、２番目に重視し
ている内容は「地域、社会、環境に配慮した商品の製造・販売」２１.５％が最も多く、3 番目に重視し
ている内容は、「誰にでも使いやすい商品・サービスの提供」、「修理などのアフターサービスの充実」が
共に１４.６％で最も多い結果となりました。 

 

 

 

 

今後重視すべきと考える取り組み内容について上位３つについて質問したところ、最も重視している
内容は「消費者の志向や意見を参考にした商品の開発や販売体制整備」２４.６％が最も多く、２番目に
重視している内容は「地域、社会、環境に配慮した商品の製造・販売」１５.４％が最も多く、3 番目に
重視している内容は「消費者とのコミュニケーションの充実」１４.６％が最も多い結果となりました。 

 

35.4% 

12.3% 
9.2% 

4.6% 

20.8% 

3.1% 3.1% 1.5% 
3.1% 3.1% 

3.8% 5.4% 

21.5% 

13.1% 13.1% 
16.2% 

8.5% 
4.6% 3.1% 

8.5% 

1.5% 

4.6% 
7.7% 7.7% 

14.6% 

6.9% 

13.1% 
14.6% 

6.9% 
3.1% 

12.3% 

6.2% 
6.9% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

最も重視 二番目に重視 三番目に重視 

24.6% 

11.5% 

5.4% 

7.7% 

16.2% 

3.1% 
5.4% 

6.2% 
5.4% 

6.2% 
8.5% 

2.3% 

15.4% 

6.9% 

11.5% 
12.3% 

6.2% 
8.5% 

6.9% 

14.6% 

6.2% 
9.2% 

6.2% 

10.8% 

6.2% 5.4% 

10.0% 6.2% 
9.2% 10.8% 

14.6% 

9.2% 
11.5% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

最も重視 二番目に重視 三番目に重視 
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 商品（製品・サービス）を消費者が購入（利用）する際に消費者が考慮する内容の程度を質問したと
ころ「非常に考慮する」「考慮する」の合計で最も多かった上位３項目は「価格」９２.３％「機能や品質」
９３.１％「安全性」８８.４％でした。 

 

 

Ⅱ 意見や苦情・問い合わせについて 

 ここ２、３年事業所に寄せられる意見や苦情・問い合わせ内容について質問したところ、「商品の機能、
サービスの質」３６.３％が最も多く、次いで「価格・料金」２０.５％でした。 

 

 
 寄せられた意見や苦情・問い合わせにどのように対応しているか質問したところ、「その場で説明、あ
るいは必要に応じて謝罪を行っている」２５.５％が最も多く、次いで「苦情や相談をもとに再発防止策
を講じている」２０.１％、「必要に応じて商品の交換や代金の弁済を行っている」１７.８％でした。 

 

45.4% 

47.7% 

36.9% 

12.3% 

8.5% 

20.0% 

10.0% 

19.2% 

22.3% 

46.9% 

45.4% 

51.5% 

51.5% 

40.0% 

64.6% 

32.3% 

57.7% 

61.5% 

3.8% 

3.8% 

7.7% 

28.5% 

36.2% 

10.8% 

29.2% 

13.1% 

9.2% 

0.8% 

0% 

0% 

2.3% 

6.9% 
0% 

17.7% 
3.1% 

0.8% 

0.8% 

1.5% 

1.5% 

2.3% 

5.4% 
1.5% 

7.7% 
3.1% 

3.1% 

2.3% 

1.5% 

2.3% 

3.1% 

3.1% 

3.1% 

3.1% 

3.8% 

3.1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ｱ.価格 

ｲ.機能や品質 

ｳ.安全性 

ｴ.広告、ブランドイメージ、企業や商品の知名度 

ｵ.地域、社会、環境への配慮 

ｶ.評判 

ｷ.特典(ポイントサービス、景品等) 

ｸ.購入(利用)時の接客態度(説明や対応) 

ｹ.苦情や意見へ対応、アフターサービス 

非常に考慮する 考慮する あまり考慮しない まったく考慮しない わからない 無回答 

20.5% 
2.3% 
2.3% 

36.3% 
8.2% 

14.0% 
4.7% 
4.7% 

2.9% 
2.9% 

0.6% 
0.6% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

1.価格・料金(商品の価格や利用料、サービスの使… 
2.表示・広告(表示や広告の内容等) 

3.軽量・量目(重量不足や数不足等) 

4.商品の機能、サービスの質 … 

5.安全・衛生(身体への影響、商品の安全性、食品… 
6.接客・対応 … 

7.包装・容器(包装の仕方・方法、過大包装、容器… 
8.契約方法(契約や解約、契約書・書面等) 

9.契約・販売時の説明方法(説明不足、説明が違う等) 

10.販売形態(商品の引き渡し方法等) 

11.分からない 

12.その他 

25.5% 

17.8% 

1.9% 

16.2% 
20.1% 

9.3% 7.3% 

1.2% 0.8% 
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%
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 「鯖江市消費生活センターについて名前や業務内容について質問したところ「名前は知っているが業
務内容は知らない」４７.７％が最も多く、次いで「名前も業務内容も知らない」２６.９％でした。 

 

 

Ⅲ 消費者意識と活動について 

 「エシカル消費」の認知度について、「言葉も内容も知っている」方は４.６％でした。 

     

  
地域、社会、環境のための活動について質問したところ、「地域、社会、環境のための活動が理解でき、

必要なことだと思う」４３.１％が最も多く、次いで「地域、社会、環境のための行動を既に実施してい
る」２３.８％、「地域、社会、環境のための活動をあまり理解できないが、必要な取り組みだと思う」 
１７.７％でした。 

     

23.8% 

47.7% 

26.9% 

1.5% 
1.名前も業務内容も知っている 

2.名前は知っているが業務内容

は知らない 

3.名前も業務内容も知らない 

無回答 

4.6% 
10.8% 

8.5% 

72.3% 

3.8% 
1.『エシカル消費』という言葉も

内容も、知っている 

2.『エシカル消費』の内容は知ら

ないが、言葉は聞いたことがある 

3.『エシカル消費』という言葉は

知らないが、内容は知っている 

4.『エシカル消費』という言葉も

内容も、知らない 

無回答 

23.8% 

43.1% 

17.7% 

6.2% 
2.3% 6.9% 1.「地域、社会、環境のための活動」を

既に実施している 

2.「地域、社会、環境のための活動」が

理解でき、必要なことだと思う 

3.「地域、社会、環境のための活動」を

あまり理解できないが、必要な 

 取り組みだと思う 
4.「地域、社会、環境のための活動」を

理解できるが、必要ないと思う 

5.「地域、社会、環境のための活動」を

あまり理解できないし、必要ない 

 と思う 
無回答 
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 取り組んでいる（あるいは取組み予定）、地域、社会、環境のための活動について質問したところ、「環
境美化・環境保全活動」２９.４％が最も多く、次いで「特になし」１３.９％、「学校教育等への協力」 
１３.４％でした。 

 

 

Ⅳ 消費者行政について 

 行政（市）が重点的に行うべきことについて質問したところ「不適切・悪質な事業者に対する監視や
指導強化、地域から排除する仕組み等の導入」１５.９％が最も多く、次いで「消費者問題に関する情報
提供」１３.８％「消費者を取り巻く環境の変化に合わせた学校教育や生涯教育」１２.３％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6% 
29.4% 

12.8% 
13.4% 

11.2% 
3.2% 
3.2% 

10.7% 
13.9% 

0.5% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

1.一般消費者を対象とした講習会の実施 … 

2.環境美化・環境保全活動 

3.地域のコミュニティ行事等への参加・協力 

4.学校教育等への協力(講師派遣や事業所見学の… 

5.大規模災害等の被災者や被災地への支援 

6.海外支援活動 

7.高齢者等の見守り活動 

8.行政等との協力・連携 

9.特になし 

10.その他 

13.8% 
12.3% 

1.1% 
9.4% 

10.9% 
10.5% 

8.7% 
5.1% 

10.1% 
15.9% 

2.2% 
0% 

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%

1.消費者問題に関する情報提供 

2.消費者を取り巻く環境の変化にあわせた学… 

3.消費者団体の育成 

4.消費生活相談窓口の充実強化 

5.消費者被害を未然に防ぐための制度の充実 

6.緊急時の生活関連商品の安定供給の確保 

7.消費者と行政、企業の交流、連携 

8.食品や製品の表示、軽量の適応化、製品・… 

9.不公正な価格形成の防止 

10.不適切・悪質な事業者に対する監視や指導… 

11.消費者教育や啓発に事業者が積極的に取り… 

12.その他 

アンケートから判明した課題 

Ⅰ 取り組み内容について 
 ・地域、社会、環境に配慮した商品の製造・販売に繋がる消費者の意識の醸成 
 
Ⅱ 意見や苦情・問い合わせについて 
 ・消費生活センター等相談窓口の周知 
 
Ⅲ 消費者意識と活動について 
 ・エシカル消費の推進 
 ・地域、社会、環境のための活動の推進 
 
Ⅳ 消費者行政について 
 ・不適切・悪質な事業者に対する監視、指導強化 
 ・時世にあった消費者問題に関する情報提供 
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本計画の策定にあたり、本市における消費生活に関する意識や消費生活相談、消費者教育に関す

る状況を把握するため、令和元年度に市内高等学校生徒を対象として、アンケート調査を実施しま

した。 

 

 

１ 調査地域     鯖江市内高等学校 

 

 

２ 調査方法     調査票の配布、回収 

 

 

３ 調査対象     市内高等学校生徒 ５２０人 

 

 

４ 調査項目     ３０問 

 

 

５ 調査期間     令和元年８月１９日 

 

 

６ 回答数      ４９９／５２０人（回答率：９６．０％） 

 

 

７ 回答者の属性   ＜性別＞   男５０％  女４９％  無回答１％  

           ＜学年＞   １年生 ２９％  ２年生 ３６％  ３年生 ３４％ 

                  無回答  １％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 消費者教育の現状と課題（高等学校） 
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Ⅰ 消費者意識と行動について 

商品やサービスを選ぶ際の意識する項目について、「常に意識する、よく意識する、たまに意識す
る」の合計で最も多かった上位３項目は「価格」９７.８％ 「機能・品質」９８.６％ 「安全性」 
９５.０％でした。 
「その商品やサービスが環境へ及ぼす影響」は５４.１％、「事業者の経営方針や理念、社会貢献活動」 
３１.０％でした。 

    

 

 

 

「エシカル消費」の認知度について、「言葉も内容も知っている」方は１.２％でした。 

     

 

 

 

58.1% 

42.5% 

32.7% 

6.8% 

11.2% 

5.6% 

3.0% 

22.6% 

10.0% 

33.3% 

42.1% 

39.9% 

17.4% 

23.8% 

14.8% 

8.0% 

41.7% 

24.2% 

6.4% 

14.0% 

22.4% 

41.3% 

40.1% 

33.7% 

20.0% 

29.3% 

37.5% 

1.4% 

0.8% 

4.0% 

27.1% 

19.8% 

33.9% 

41.7% 

4.6% 

19.8% 

0.4% 

0.2% 

0.4% 

6.8% 

4.6% 

11.6% 

26.3% 
1.4% 

7.8% 

0.4% 

0.4% 

0.6% 

0.6% 

0.4% 

0.4% 

1.0% 

0.4% 

0.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

価格 

機能・品質 

安全性 

広告 

ブランドイメージ 

その商品やサービスが環境へ及ぼす影響 

事業者の経営方針や理念、社会貢献活動 

評判 

特典(ポイントカード、景品等) 

常に意識する よく意識する たまに意識する ほとんど意識しない 全く意識しない 無回答 

1.2% 

4.4% 

9.0% 

84.0% 

1.4% 

「エシカル消費」という言葉も内

容も、知っている 

「エシカル消費」の内容は知らな

いが、言葉は聞いたことがある 

「エシカル消費」という言葉は知

らないが、内容は知っている 

「エシカル消費」という言葉も内

容も、知らない 

無回答 
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Ⅱ 消費者問題に対する関心について 

  関心のある消費者問題について「食品の安全性」２６.９％が最も多く、次いで「製品の安全性」 
１９.７％、「架空請求、不当請求、振り込め詐欺」１４.４％でした。 

 

 

Ⅲ 消費者トラブルに関する経験について 

  過去１年間における消費者トラブルの経験があると回答した方に、トラブルの内容について質問し
たところ「商品の内容が期待より劣っていた」４４.０％が最も多くなっています。 

 

 

消費者トラブルにあった際の相談先は「家族、知人、同僚など身近な人」５０％、「販売店やメーカー
などの相談窓口」５０％でした。 
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Ⅳ インターネット関連における消費生活上のトラブルについて 

 近年、インターネットを利用した商品やサービスの購入が「大幅に増えている」「増えている」と回答
した方に、どのような取引が増えているか質問したところ、「商品の購入」７０.１％が最も多く、次いで
「オンラインゲームの利用」１９.３％でした。 

   

 

Ⅴ 架空請求について 

 架空請求を受けたことがあると答えた方に、架空請求に対する対応を質問したところ、「自分の判断で、
無視した」８５.７％が最も多い結果となっています。 

    

 

Ⅵ 成年年齢引下げについて 

 成年年齢引下げに伴い、１８～１９歳の消費者トラブルが増加する恐れがあることに対して、どのよ
うな問題が発生すると予想されるか質問したところ、「親権者の同意なしで借金やクレジットで高額な契
約をする」２４.７％が最も多く、次いで「成人式の混乱が予想される」１５.４％、「不利な労働契約の
解除権が利用できず、ブラックバイトの被害増加」１２.４％でした。 
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 心配する消費者トラブルについて質問したところ「ネットショッピング」１７.２％が最も多く、次い
で「出会い系サイト」１５.５％、「オンラインゲーム」１２.４％でした。 

    

 

 消費者教育について必要な内容について質問したところ、「家庭において消費者として契約関係などの
知識を教えていくことが必要」２５.２％が最も多く、次いで、「高校、大学等において消費者として契約
関係などの教育を強化」２１.５％、「中学生からのライフステージに合わせた消費者教育」１２.６％で
した。 

    

 消費者教育を受ける場として重要だと思う場について質問したところ「学校での授業」５０.８％で最
も多く、次いで「会社、職場での講習会・勉強会等」１３.８％、「地域（町内会等）での講習会等」 
１３.４％でした。 
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Ⅶ 消費者行政について 

 消費者問題について、市（行政）にしてほしいことについて質問したところ「高齢者などの被害に遭
いやすい人たちへの支援」３３.４％が最も多く、次いで「学校の授業等で消費者教育を組み入れて欲し
い」２２.０％でした。 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

19.2% 

33.4% 

22.0% 

4.2% 

21.1% 

0.1% 
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

アンケートから判明した課題 

 
ⅠⅡ 消費者意識と行動について 消費者問題に対する関心について 
   ・地域、社会、環境に配慮した商品の製造・販売・事業者の取り組みへの消費者意識の醸成 

・エシカル消費の推進 
 
 
Ⅲ  消費者トラブルに関する経験について 
   ・消費者トラブル未然防止啓発 

・消費生活センター等相談窓口の周知 
 
Ⅳ  インターネット関連における消費生活上のトラブルについて 
   ・インターネットを利用する際、利便性・危険性を認識した上で契約する消費者意識の醸成 
   ・時世にあった消費者問題に関する情報提供 
 
Ⅴ  架空請求について 
   ・時世にあった消費者問題に関する情報提供 
 
Ⅵ Ⅶ 成年年齢引下げについて 消費者行政について 
   ・家庭での教育強化と学校での教育の充実 
   ・広報、啓発の強化 
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本計画の策定にあたり、本市における消費生活に関する意識や消費生活相談、消費者教育に関す

る状況を把握するため、令和元年度に市内小・中・高等学校・高等専門学校教職員を対象に実態調

査を実施しました。 

 

 

１ 調査地域     鯖江市内小・中・高等学校・高等専門学校（１８校） 

            

２ 調査方法     事前に調査票の配布、回収の際にヒアリングを実施 

 

３ 調査対象     市内小・中・高等学校・高等専門学校教職員 

                     

４ 調査項目     ２０問 

            

５ 調査期間     令和元年７月５日～３１日 

            

６ 回答数      １８／１８校（回答率：１００％） 

            

７ 回答者の属性   ①教職員   小学校 １２校    中学校 ３校  

高等学校 ２校    高等専門学校 １校  

 

実態調査から判明した課題 

Ⅰ 消費者教育の取組みについて 

・映像やボードゲーム等授業で活用できる消費者教材の充実 

・教材や実施事例、講師となる人材の情報の充実 

・変化する消費者被害の最新情報と定期的な提供 

・保護者を含めた消費者教育の充実 

 

Ⅱ 児童・生徒の消費者トラブル 

・スマートフォン・インターネットに関する消費者トラブルに対する消費者教育 

・ネットゲーム課金を含めた、金銭管理教育の充実 

 

Ⅲ 成年年齢引下げについて 

・契約に関する消費者教育の充実 

・保護者向けの研修の実施 

・消費生活センター等の外部相談窓口の周知 

 

 

２－４ 消費者教育の現状と課題（市内小・中・高等学校等） 
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 基本理念のもと、鯖江市の現状と課題を踏まえ次の５つの項目を重点項目として、施策を展開し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 消費者教育の基本的な方向性（重点項目） 

１ 基本的な方向性（重点項目） 

１ 地域・社会・環境を配慮する消費者意識の醸成 

消費者と事業者が築く、安心・安全で持続可能な 

消費者市民社会「めがねのまちさばえ」を目指して 
 

２ 幼児期から高齢期までの切れ目ない消費者教育の提供 

・消費者の意識醸成の推進 

・事業者の意識醸成の推進 

・ライフステージに応じた消費者教育の推進 

・消費者教育の担い手となる人材の育成 

・社会情勢や消費形態の変化に対応した消費者教育の実施 

３ 世代間・地域間交流の中での消費者教育の充実 

・世代間・地域間交流の場における「消費者市民社会」の推進 

・消費者・事業者・農業者双方向の情報交換による、地域や社会全体の利益を考

慮した活動の推進 

４ 高齢者の消費者トラブルの撲滅 

・高齢者の消費者被害の未然防止 

・地域における高齢者の見守りの支援強化 

５ 持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」の推進 

・眼鏡・繊維・漆器・ブランド野菜等、地域を意識した消費行動の推進 
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 鯖江市では、２０１５年９月国連サミットにおいて全会一致で採択された「持続可能な開発目標

ＳＤＧｓ」の理念に賛同し、市の最上位計画である「第２期鯖江市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」においても目標５「ジェンダー平等を実現しよう」を軸として、ＳＤＧｓの目標達成に向

けて取り組んでいくこととしています。 

  消費者教育推進計画を推進するにあたり、ＳＤＧｓを意識して取り組み、消費者・事業者双方

が、自ら学び、考え、行動して、経済、社会、環境の３側面に好循環と相乗効果を生み出すこと

により、安心・安全で持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」を目指します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 本計画の重点項目とＳＤＧｓの関係 
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重点項目１ 

地域・社会・環境を配慮する消費者意識の醸成  

 

重点項目２  

幼児期から高齢期までの切れ目ない消費者教育の提供  

 

重点項目３  

世代間・地域間交流の中での消費者教育の充実  

 

重点項目４ 

高齢者の消費者トラブルの撲滅 

 

重点項目５  

持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」の推進 
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 本計画を推進する成果の指標として、目標年までの数値目標を以下のとおりとします。なお、計画 

策定４年目（令和５年度）にアンケート調査を行い、その数値を測るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応する 

重点項目 

１・３  商品・サービスを選択する際に、地域・社会・環境のことを意識する

消費者の割合 

         現状 ５１％  ⇒  ７０％ 

 

１・３  事業所で地域・社会・環境のことを意識する事業者の割合 

（※ 事業所アンケート結果における「地域、社会、環境に配慮した商品の製造・販売に 

取り組んでいる事業者の割合」による） 

 

         現状 ４２％  ⇒  ７０％ 

 

２   学校、地域、職場で消費生活に関する教育や消費者教育を受けた記憶の

ある人の割合 

 

         現状 ２1％  ⇒   ５０％ 

 

４   高齢者の特殊詐欺被害ゼロを目指し、被害防止啓発講座を充実させる 

 

       現状 ２６回／年  ⇒  ４０回／年 

 

５   眼鏡・繊維・漆器・ブランド野菜等地域を意識した消費行動啓発講座の

開催 

              １０回／年 

３ 数値目標（成果指標） 
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  「消費者市民社会」は一般的になじみのない概念で、市民にはまだ浸透していませんが、消費者の

行動で、より良い社会を目指していくものです。 

  「消費者市民社会」とは「消費者一人ひとりが社会の様々なことを考え、日々の消費生活を営みな

がら、より良い社会をつくるために積極的に関わっていく社会」のことです。 

   消費者教育の推進に関する法律では「消費者が個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互

に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢

及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積

極的に参画する社会をいう」と定義しており、消費者被害のない社会のために行動し、地域や社会、

環境に配慮する消費者意識の醸成を図ります。 

 

① 消費者の意識醸成の推進 

「消費者市民社会」に向けた消費者の意識を高めるためには、より良い社会を目指すには消費者

自身の行動が現在および将来にわたって内外の社会経済情勢や地球環境に影響を及ぼし得るもの

であるとの認識を広め、エシカル消費や食品ロスの削減など身近でできる具体的行動について普及

啓発を進めます。 

 

ア 消費者市民社会の概念の普及を推進 

・消費者が主役となり選択・行動できる社会や身近な消費者トラブルに関する出前講座やセミ

ナーを開催します。 

・消費者市民社会の概念の普及や時世にあった消費者トラブルについてチラシ、パンフレット

等を作成し催事会場で配布するなどして推進を図ります。 

  イ 地域・社会・環境に配慮した消費の概念の普及を推進 

    ・地産地消や被災地・福祉作業所等の生産物等を購入し地域を応援するための啓発講座を開催

します。 

    ・フェアトレード商品、寄付付商品、環境に配慮したマークのついた商品を選択する事やプラ

スチック問題等エシカル消費を普及啓発するセミナーを開催します。 

    ・今すぐ始められるエシカル消費についてリーフレット等を作成し催事会場で配布するなどし

て推進を図ります。 

  ウ 食品ロスの削減の推進 

   ・食品ロスの状況とその影響や削減の必要性について理解を深め、日々の生活の中で食品ロスを

減らすため自らが出来ることついて普及啓発します。 

 

第４章 施策展開 

１ 地域・社会・環境を配慮する消費者意識の醸成 
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② 事業者の意識醸成の推進 

 事業者の「消費者市民社会」の認識が社会に与える影響は大きく、本市では地域・社会・環境の

ことを意識する事業者が増えるよう取り組みます。 

 

ア 地域・社会・環境全体の利益を考慮した活動の重要性の理解を促進 

・SDGｓの達成に向けた取組が社会全体に求められる中で、事業活動が社会へ与える影響につい

ても責任をもち消費者、さらに社会全体からの要求に対して、適切な意思決定をする重要性の

理解と消費者とのコミュニケーションを促進します。 

 

イ 食品ロスの削減の推進 

 ・食品ロスの状況と、その削減の必要性について理解を深め、日々の事業活動から排出される食

品ロスの削減の推進を図ります。 
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幼児や小中学生に対する学校や家庭、地域での消費者教育を充実するとともに、職場等でも消費

者教育を受けることができるよう、消費者教育の場の提供を拡大していくことにより、幼児期から

高齢期に至る各年代の特性に応じた消費者教育を推進します。 

 

① ライフステージに応じた消費者教育の推進 

 消費者被害に遭わない適切な判断・行動ができる消費者を育成のためには、それぞれのライフ

ステージや生活スタイルなどに合わせた消費者教育の推進が必要です。 

 

学校、家庭、地域、職場等での消費者教育 

  ＜幼児期＞ 

     ・ブランド野菜等の地域の身近な商品・サービスに親しみ、大事にする気持ちを育み、買い

物への興味や関心、約束やルールを大切にするなど消費者としての基礎をつちかいます。

幼稚園や保育園に加え保護者に対しては出産前から、また事業者や周囲の大人に対しては

様々な機会を通して、商品事故や身の回りの危険に関する普及啓発を推進します。 

    ＜小・中学生期＞ 

    ・身近な商品・サービスを選ぶ際の視点や工夫、契約の仕組み、消費者被害の背景と対応、

消費者の権利と責任や環境への配慮など、消費生活センターに寄せられる身近な相談情報

も活用しながら、発達段階に応じた教材の提供と出前講座等の実施を通して支援します。 

    ＜高校生期＞ 

    ・自立した消費者として暮らすための意思決定、生涯を見通した生活の設計管理・計画や「消

費者市民社会」参画への重要性、契約をめぐる問題等、責任をもって行動できるよう情報

提供、出前講座等の実施を通じて支援します。 

    ＜成人期＞ 

    （家庭・地域） 

    ・保護者およびＰＴＡ活動等の多様な場を活用し、保護者向けの金銭に関する教育、インタ

ーネットの適正利用をテーマとした出前講座の実施を推進します。 

    ・広報紙・ＨＰ等を利用した情報発信、セミナーの開催等、啓発発動や消費者教育の推進を

します。 

    ・学生サークル等と子どもたちを連携させる等、新たな消費者教育事業展開に努めます。 

（職場） 

    ・事業所が行う社員研修等への出前講座や教材の貸出し、啓発チラシの配布等を行います。 

    ・新人向けに社会人としての基礎知識や定年後の生活設計・消費者トラブル事例の情報提供

を推進します。 

    ＜高齢期＞ 

    ・高齢者が遭いやすい消費者トラブルについて予防法や対処法等の出前講座を実施します。 

２ 幼児期から高齢期までの切れ目ない消費者教育の提供 
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② 消費者教育の担い手となる人材の育成 

 それぞれのライフステージや生活スタイルなどに合わせた消費者教育の推進には消費者教育

の担い手となる人材は不可欠となります。 

 

ア 消費生活相談員の育成 

   ・消費者教育教材の開発や啓発講座の講師等、消費者教育の担い手としての役割を実施できる

よう研修の充実を図ります。 

 

イ 消費者団体の育成 

    ・時世にあった消費者トラブルについて消費生活相談員による研修を実施します。 

    ・市民と消費者団体との交流の場を設け、消費者団体への参加を促します。 

 

   ウ 学校教職員への動機付けおよび実施への支援 

    ・学習指導要領における消費者教育に関する教育内容を反映した授業をする上で消費生活セン

ターとの連携を図り、消費者教育に対する教職員への理解を促進し資料・教材の活用に対し

積極的に支援します。 

 

  

 

 

③ 社会情勢や消費形態の変化に対応した消費者教育の実施 

 目まぐるしく変化する社会情勢や消費形態に対応できる行動をするための消費者教育を実施

します。 

 

ア 2022 年 4 月成年年齢 18 歳へ引下げに伴う消費者トラブル防止 

   ・中・高校生や保護者に消費者トラブルや契約に関して、事例に基づく実践的な出前講座の実

施やリーフレット等を利用しての消費者教育を実施します。 

 

イ インターネットトラブル防止 

   ・時世にあったインターネットトラブルに関する出前講座を実施します。 

 

ウ キャッシュレス決済等多様な決済方法、新しい消費形態に対応可能 

   ・キャッシュレス決済や新しい決済方法等、消費形態の変動に合わせた正しい知識を得るため

のセミナーを開催します。 

   ・消費形態の変動に伴う消費者トラブルについて催事会場等で注意を喚起します。 
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世代間・地域間交流の場において「消費者市民社会」の推進を図るとともに、消費者・事業者・

農業者等双方向の情報交換をすることにより、地域や社会全体の利益を考慮した活動を推進します。 

 

 

① 世代間・地域間交流の場における「消費者市民社会」の推進 

 より良い社会をめざすためには世代や地域を超えて、それぞれの立場での知恵を出し合い意見

や情報を交換することがお互いの意識の醸成に繋がります。 

 

消費者教育に関する情報提供や消費者教育の場として世代間交流の場や地域間交流の場を設け 

「消費者市民社会」を推進 

 

   ・若年者と高齢者等、様々な年代や多様な特性のある方々の世代間交流や地域間交流の場を設

け、消費者教育に関する情報・啓発資料の提供の充実と情報交換による「消費者市民社会」

の推進を図ります。 

   ・くらしのセミナー等を活用した、事業者・農業者の活動内容の紹介による意識啓発を図りま

す。 

 

 

 

 

② 消費者・事業者・農業者双方向の情報交換による地域や社会全体の利益を考慮した 

活動の推進 

 地域や社会全体の利益の向上につながる商品や、消費者の意見を反映した商品開発、サービス

改善のためには消費者・事業者・農業者双方向の情報交換が必要です。 

 

消費者、社会の要望を踏まえた商品やサービスの改善・開発のため双方向の情報交換の場を設置 

 

   ・消費者に分かりやすい商品等の表示・説明や、地域や社会全体の利益の向上につながる商品

等のヒントを得る機会として消費者・事業者・農業者の交流の場を設けます。 

   ・事業者主体の消費者教育に関するイベント・セミナー等の開催や周知に関する連携を図りま

す。 

 

 

 

３ 世代間・地域間交流の中での消費者教育の充実 
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高齢者を狙った悪質商法や特殊詐欺の被害は後を絶たないことから、高齢者本人や家族への働きか

けのみならず、関係団体等が協働して高齢者を地域で見守っていく体制を整備し被害を防止します。 

 

 

① 高齢者の消費者被害の未然防止 

 高齢者を狙った悪質商法や特殊詐欺の被害は後を絶ちません。被害を未然に防止するための情

報や知識を得る場の提供や、さらに高齢者自身の被害防止のため学んでみようとする前向きな行

動が望まれます。 

 

サロン等での出前講座やセミナーで被害防止啓発、高齢者自身の学びへの意識啓発 

   ・高齢者が被害に遭いやすい消費者トラブルの被害防止に関する出前講座を実施します。 

   ・スマートフォンの操作やインターネットの仕組み等を踏まえた実践的なインターネットトラ

ブル防止に関するセミナーを実施します。 

   ・自らが主体的な被害防止の担い手となるための高齢者の学習活動を支援します。 

 

 

 

 

② 地域における高齢者の見守りの支援強化 

 高齢者の年齢には差があり、生活の状況も様々です。周囲の高齢者の見守りや相談の担い手に

なれる人もいれば、加齢によって判断能力が低下したり、一人暮らしで地域から孤立し、消費者

トラブルに関する情報不足などの問題を抱えている人もいます。高齢者自身の持つ力も活用しな

がら、高齢者を地域で支える体制を充実することが重要です。 

 

地域包括支援センター、ご近所福祉ネットワークや関係団体、警察、金融機関、事業者等を活用 

した地域見守りネットワーク活動を支援 

   ・地域包括支援センター、ご近所福祉ネットワークや関係団体、警察、金融機関、事業所との

連携を強化し消費者安全確保地域協議会を設置する等、情報共有と見守りにより、消費者被

害の未然防止を図ります。 

   ・金融機関、事業者等高齢者への注意喚起に協力する店舗等を拡大します。 

      ・可能な方には高齢者自身に見守り活動等に参加し被害防止の担い手となっていただけるよう

活動のあり方を工夫しつつ支援します。 

 

 

４ 高齢者の消費者トラブルの撲滅 
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    持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」を目指した魅力ある地域づくりには、消費者・

事業者・農業者ともに学び協働して産業力のある鯖江の特徴を活かし、地域一体となった消費生活が

望まれます。このために鯖江型エシカル消費の推進を図ります。 

 

 

① 眼鏡・繊維・漆器・ブランド野菜等地域を意識した消費行動の推進 

鯖江市は、自治体ブランドとして「めがねのまちさばえ」を国内外に発信し、地域イメージ向上

を目指している ものづくりのまち です。 

市では、ＳＤＧｓの目標達成にむけて取り組んでおり、目標１２「つくる責任つかう責任」を軸

に、エシカル消費として地産地消等を推進しています。 

産業力のある鯖江の特徴は、消費者がものづくりを身近に感じ、行動できる土壌があることです。 

それぞれの産業と消費者が密接に関わりあえる地域性を活かして行くことが重要です。 

 

ア ＳＤＧｓの目標１２「つくる責任つかう責任」にかかるエシカル消費として地産地消を推進 

   ・小・中学校での伝統産業体験、地場野菜の苗植え体験や収穫体験等において、生産・流通・

消費・廃棄が社会全体に与える影響を考える場を設けます。 

   ・生産・流通・消費・廃棄が鯖江市の社会全体に与える影響を考え行動するため、消費者・事

業者ともに学び鯖江型エシカル消費を考える場を設けます。 

 

イ  鯖江型エシカル消費推進のため、地場産業（眼鏡・繊維・漆器等）製品や農作物等を消費す

る等、地域を意識した消費行動の啓発 

   ・自分たちの地域経済を支えていくには、地場産業製品や地場野菜を消費し広めていくことの

重要性の理解を促進します。 

   ・魅力ある持続可能な鯖江市を築くため、消費者と地場産業事業者等との交流の場を設け、協 

働しながら消費行動をする意識の啓発をします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 持続可能な消費者市民社会「めがねのまちさばえ」の推進 
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消費者教育の推進に関する法律（平成二十四年法律第六十一号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 基本方針等（第九条・第十条） 

第三章 基本的施策（第十一条―第十八条） 

第四章 消費者教育推進会議等（第十九条・第二十条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、消費者教育が、消費者と事業者との間の情報の質及び量並

びに交渉力の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自ら

の利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようそ

の自立を支援する上で重要であることに鑑み、消費者教育の機会が提供される

ことが消費者の権利であることを踏まえ、消費者教育に関し、基本理念を定め、

並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定

その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定めることにより、消費者教育

を総合的かつ一体的に推進し、もって国民の消費生活の安定及び向上に寄与す

ることを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために

行われる消費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参

画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）及び

これに準ずる啓発活動をいう。 

２ この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性

及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現

在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし

得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参

画する社会をいう。 

参考１ 
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（基本理念） 

第三条 消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結

び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければ

ならない。 

２ 消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費

者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成

を積極的に支援することを旨として行われなければならない。 

３ 消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的に行われると

ともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わ

れなければならない。 

４ 消費者教育は、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場の特性に応じた適

切な方法により、かつ、それぞれの場における消費者教育を推進する多様な主

体の連携及び他の消費者政策（消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な

施策をいう。第九条第二項第三号において同じ。）との有機的な連携を確保し

つつ、効果的に行われなければならない。 

５ 消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわた

って内外の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角

的な視点に立った情報を提供することを旨として行われなければならない。 

６ 消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動する

ことができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深める

ことを旨として行われなければならない。 

７ 消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解

教育その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られ

るよう、必要な配慮がなされなければならない。 

 

（国の責務） 

第四条 国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動するこ

とができる自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本

理念（以下この章において「基本理念」という。）にのっとり、消費者教育の

推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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２ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、

及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を

図りつつ、それぞれの所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなけ

ればならない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター（消費者安全

法（平成二十一年法律第五十号）第十条第三項に規定する消費生活センターを

いう。第十三条第二項及び第二十条第一項において同じ。）、教育委員会その

他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適

切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（消費者団体の努力） 

第六条 消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的

な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において

行われる消費者教育に協力するよう努めるものとする。 

 

（事業者及び事業者団体の努力） 

第七条 事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場におい

て消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、

国及び地方公共団体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう

努めるとともに、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるものとする。 

 

（財政上の措置等） 

第八条 政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

２ 地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政

上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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   第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第九条 政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針（以下この章及び第四

章において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項 

二 消費者教育の推進の内容に関する事項 

三 関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項 

四 その他消費者教育の推進に関する重要事項 

３ 基本方針は、消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第九条第一項に

規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。 

４ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求

めなければならない。 

５ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び

消費者委員会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるた

めに必要な措置を講じなければならない。 

６ 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があった

ときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 

７ 政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進

に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね

五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更す

るものとする。 

８ 第四項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。 

 

（都道府県消費者教育推進計画等） 

第十条 都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教

育の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号

において「都道府県消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなけれ

ばならない。 
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２ 市町村は、基本方針（都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、

基本方針及び都道府県消費者教育推進計画）を踏まえ、その市町村の区域にお

ける消費者教育の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条

第二項第二号において「市町村消費者教育推進計画」という。）を定めるよう

努めなければならない。 

３ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育

推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区

域の消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。この場合において、第二十条第一項の規定により消費者教

育推進地域協議会を組織している都道府県及び市町村にあっては、当該消費者

教育推進地域協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育

推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。 

５ 都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育

推進計画を定めた場合は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育

の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努

めるとともに、必要があると認めるときは、都道府県消費者教育推進計画又は

市町村消費者教育推進計画を変更するものとする。 

６ 第三項及び第四項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者

教育推進計画の変更について準用する。 

 

第三章 基本的施策 

（学校における消費者教育の推進） 

第十一条 国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学

校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、

大学及び高等専門学校を除く。第三項において同じ。）の授業その他の教育活

動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を

推進しなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実す

るため、教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければな

らない。 
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３ 国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、

その内外を問わず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推

進するものとする。 

 

（大学等における消費者教育の推進） 

第十二条 国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第一条に規定する大学及

び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の

教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第十六条

第二項において同じ。）において消費者教育が適切に行われるようにするため、

大学等に対し、学生等の消費生活における被害を防止するための啓発その他の

自主的な取組を行うよう促すものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、大学等が行う前項の取組を促進するため、関係団体

の協力を得つつ、学生等に対する援助に関する業務に従事する教職員に対し、

研修の機会の確保、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

 

（地域における消費者教育の推進） 

第十三条 国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター（以下この章に

おいて「国民生活センター」という。）は、地域において高齢者、障害者等に

対する消費者教育が適切に行われるようにするため、民生委員法（昭和二十三

年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四

十五号）に定める社会福祉主事、介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域

において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報

の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 

２ 国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館その他の社会教育施設等

において消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者

教育が行われるよう、必要な措置を講じなければならない。 

 

（事業者及び事業者団体による消費者教育の支援） 

第十四条 事業者及び事業者団体は、消費者団体その他の関係団体との情報の交

換その他の連携を通じ、消費者の消費生活に関する知識の向上が図られるよう

努めるものとする。 
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２ 事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得た消費者に有用な消費生

活に関する知識を広く提供するよう努めるものとする。 

３ 事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は事業者団体等が行う講習

会を受講させること等を通じ、消費生活に関する知識及び理解を深めるよう努

めるものとする。 

４ 事業者団体は、消費者団体その他の民間の団体が行う消費者教育の推進のた

めの活動に対し、資金の提供その他の援助に努めるものとする。 

 

（教材の充実等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図ると

ともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に

活用されるよう、消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映し

た教材の開発及びその効果的な提供に努めなければならない。 

 

（人材の育成等） 

第十六条 国、地方公共団体及び国民生活センターは、消費者安全法第十一条に

規定する相談員その他の消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う

者に対し、消費者教育に関する専門的知識を修得するための研修の実施その他

その資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、大学等、研究機関、消費者団体その他の関係機関及

び関係団体に対し、消費者教育を担う人材の育成及び資質の向上のための講座

の開設その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。 

 

（調査研究等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研

究機関その他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校におけ

る総合的、体系的かつ効果的な消費者教育の内容及び方法その他の国の内外に

おける消費者教育の内容及び方法に関し、調査研究並びにその成果の普及及び

活用に努めなければならない。 
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（情報の収集及び提供等） 

第十八条 国、地方公共団体及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域

その他の様々な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関

する情報その他の消費者教育に関する情報について、年齢、障害の有無その他

の消費者の特性に配慮しつつ、これを収集し、及び提供するよう努めなければ

ならない。 

２ 国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無その他の

消費者の特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の

内容に的確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。 

  

   第四章 消費者教育推進会議等 

（消費者教育推進会議） 

第十九条 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。 

２ 消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会

議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。 

二 基本方針に関し、第九条第五項（同条第八項において準用する場合を含

む。）に規定する事項を処理すること。 

３ 消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、

事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行

政機関及び関係する独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百

三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）の職員のうちから、内

閣総理大臣が任命する。 

４ 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要

な事項は、政令で定める。 

 

（消費者教育推進地域協議会） 

第二十条 都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費

者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係

者、消費生活センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって

構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。 
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２ 消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。 

一 当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ

効果的な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換

及び調整を行うこと。 

二 都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育

推進計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消

費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意

見を述べること。 

３ 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 

  

（検討） 

２ 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 

 （消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正） 

３ 消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の一部を

次のように改正する。 

目次中「第五条の二」の下に「―第五条の四」を加える。   

  第四条第十三号の次に次の一号を加える。 

  十三の二 消費者教育の推進に関する法律（平成二十四年法律第六十一号）

第九条第一項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及

び推進に関すること。 

  第五条の二を次のように改める。 
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  （設置） 

第五条の二 別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、

次のとおりとする。 

   消費者安全調査委員会 

   消費者教育推進会議 

  第二章第三節中第五条の二の次に次の二条を加える。 

 

  （消費者安全調査委員会） 

第五条の三 消費者安全調査委員会については、消費者安全法（これに基づく

命令を含む。）の定めるところによる。 

 

  （消費者教育推進会議） 

 第五条の四 消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律

（これに基づく命令を含む。）の定めるところによる。 

第六条第二項第四号中「食品安全基本法」の下に「、消費者教育の推進に

関する法律」を加える。 



国・消費者教育の総合的・一体的な推進
・国民の消費生活の安定・向上に寄与

消費者教育の推進に関する法律の概要

目的(第1条)
国と地方の責務と実施事項

責務(第4条)

地方公共団体

責務(第5条)・国民の消費生活の安定・向上に寄与

定義(第2条)

『消費者教育』

消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する

教育及びこれに準ずる啓発活動

責務(第4条)

団体の区域の社会的経済的状況に応じた施策
策定、実施(消費生活センター、教育委員会その
他の関係機関と連携)

推進に必要な財政上の措置その他の措置(地方は努力義務)財政上の措置(第8条)

消費者教育の推進に関する総合的な施策策定、
実施

責務(第5条)

・基本方針を踏まえ策定(努力義務)

・消費者庁･文部科学省が案を作成･閣議決定

･基本的な方向
推進 内容等

教育及びこれに準ずる啓発活動

(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの

重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。）

『消費者市民社会』

・個々の消費者の特性及び消費生活の多様性の相互尊重

・自らの消費生活に関する行動が将来にわたって内外の社会

推進に必要な財政上の措置その他の措置(地方は努力義務)

基本方針(第9条) 都道府県消費者教育推進計画

市町村消費者教育推進計画

･推進の内容等・自らの消費生活に関する行動が将来にわたって内外の社会

経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得ることの自覚

・公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画

基本理念（第3条）

消費者教育推進会議(第19条)

消費者庁に設置(いわゆる８条機関)

①構成員相互 情報交換 調整 総合的 体系的

消費者教育推進地域協議会(第20条)

都道府県・市町村が組織 (努力義務)

①構成員相互の情報交換 調整 総合的 体系・消費生活に関する知識を習得し 適切な行動に結びつける
①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体系的
かつ効果的な推進

②基本方針の作成･変更に意見

委員(内閣総理大臣任命)

～消費者 事業者 教育関係者 消費者団体･

①構成員相互の情報交換･調整～総合的、体系
的かつ効果的な推進
②推進計画の作成･変更に意見

構成

消費生活に関する知識を習得し、適切な行動に結びつける
実践的能力の育成

・主体的に消費者市民社会の形成に参画し、発展に寄与でき
るよう積極的に支援

体系的推進 ・幼児期から高齢期までの段階特性に配慮

義務付け(国・地方) 努力義務(国および地方)

消費者、事業者、教育関係者、消費者団体
学識経験者等

※委員は20名以内、任期２年、幹事、専門委員

を置く（政令で規定）

～消費者、消費者団体、事業者、教育関係者、
消費生活センター等効果的推進 ・場(学校、地域、家庭、職域)の特性に対応

・多様な主体間の連携

・消費者市民社会の形成に関し、多角的な情報
を提供

○学校における消費者教育の推進(第11条)

発達段階に応じた教育機会の確保、研修の充実、
人材の活用

○大学等における消費者教育の推進(第12条)

学生等の被害防止のための啓発等

○教材の活用等(第15条)

○調査研究(第17条)

○情報の収集(第18条)消費者団体 (努力義務) （第6条）

自主的活動 協力

・非常時(災害)の合理的行動のための知識・理解
・環境教育、食育、国際理解教育等との有機的な
連携

○地域における消費者教育の推進(第13条)

高齢者･障害者への支援のための研修･情報提供
○人材の育成等(第16条)

～自主的活動･協力

事業者・事業者団体(努力義務)

～施策への協力・自主的活動（第7条)

～消費生活の知識の提供、従業員の研修、資金の提供(第14条）

※施行日：平成２４年１２月１３日（公布日：平成２４年８月２２日）



Ⅲ 消費者教育の推進の内容

様々な場における消費者教育 人材（担い手）の育成・活用

○基本方針＝消費者教育の推進に関する法律（平成24年12月施行）第９条の規定に基づき、

内閣総理大臣及び文部科学大臣が案を作成、閣議で決定。

○基本方針の位置付け＝誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で、消費者教育を受けることができる

機会を提供するために�、消費者教育を体系的・総合的に推進することが必要

⇒幅広い担い手（国、地方、消費者団体、事業者等、消費者自身）にとっての指針

○手段＝幅広い担い手の支援・育成、担い手間の連携、情報共有の促進

Ⅱ 消費者教育の推進の基本的な方向

Ⅰ 消費者教育の推進の意義

・家計消費�国内総生産（GDP）の過半数（291.9兆円／538.4兆円）

⇒消費者の安全・安心の確保�、消費の拡大、更に�経済の好循環の実現

にとって大前提

・インターネット利用の拡大、「デジタルコンテンツ」に関する相談件数の増加

・成年年齢引下げについての検討も踏まえた実践的な消費者教育の重要性

・社会の安定と持続可能性の確保のため、消費者が自身の社会的役割を

自覚し、行動することの重要性についての認識の高まり（SDGs）

消費者の自立を支援

被害に遭わない消費者、合理的意思決定のできる消費者の育成

さらに�、社会の一員として、より良い市場とより良い社会の発展のために

積極的に関与する消費者の育成（消費者市民社会の形成に参画）

消費者を取り巻く
現状と課題

○各主体の役割と連携･協働

○消費者教育の体系的推進のための取組の方向

○他の消費生活に関連する教育との連携推進
（環境教育・食育・金融経済教育・法教育・主権者教育等）

・国と地方公共団体

・消費者行政と教育行政

・地方公共団体と消費者団体、事業者等

地域における多様な主体間の
ネットワーク化

（結節点としての消費者教育推進
地域協議会）

当面の重点事項
１．若年者の消費者教育

２．消費者の特性に配慮した体系的な消費者教育の推進

３．高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した

消費者教育の推進
※具体的に推進する施策は、赤枠箇所

○ 消費者教育の推進に関する基本的な方針 概要

消費者教育�、幼児期から高齢期までの
各段階に応じて体系的に行うべき

・ライフステージに応じた様々な教育の場（学校、地域、家庭、職域等）を活用して効果的に

消費者教育を行う

⇒それぞれのライフステージにおける消費者教育のイメージが様々な主体において共有

されることが重要

・消費者の特性（年齢のほか、性別、障害の有無、消費生活に関する知識の量など）

に配慮し、対象に応じた消費者教育の方法や内容を工夫
⇒例えば、高等学校段階までに契約などについての実践的な消費者教育を行う、

要支援者に対する教育について�本人だけでなくその支援者への働き掛けを行う、など

(小学校･中学校･高等学校・特別支援学校等)

・学習指導要領に基づく実践的な教育

を推進

・その着実な実施について周知・徹底

(大学･専門学校等)

自立した社会人としての育成のため消

費者教育に関する科目等の開設に期待

⇒特色ある取組事例や課題等の情報提

供・啓発

学校

地域

社会

・消費生活センターの拠点化

・社会教育施設等の活用

・国からは情報提供等の支援

・見守りネットワーク構築の促進、その活

用による消費者教育の実施

・職域における消費者教育の内容、事業者

にとってのメリットなどの認識を共有

・事業者の形態、事業分野等に応じた従業

者に対する教育を実施

職域

(小学校･中学校･高等学校・特別支援学校等)

教職員の指導力向上が必要

：教員養成課程や現職教員研修等における

消費者教育に関する内容の充実

⇒実態把握と必要な情報提供

：国民生活センター等の教員向け研修の

活用を推進

(大学・専門学校等)

・地方公共団体や関係団体との連携の枠組みを

構築

・消費者教育推進地域協議会への参画を促進

・消費者団体・ＮＰＯ等による消費者教育

・担い手育成拠点としての国民生活センター、

消費生活センター、社会教育施設等の活用

・消費者教育としての、事業者による消費者へ

の情報提供、商品サービスの開発・提供

・積極的な情報提供としての「出前講座」、

「出前授業」の充実に期待

Ⅳ 関連する他の消費者施策との連携 Ⅴ 今後の消費者教育の計画的な推進

○食品と放射能に関する理解増進 ○事故・トラブル情報の迅速的確な分析・原因究明

○食品表示の理解増進

平成30年度～34年度の5年間を対象

消費生活相談員や専門家

（弁護士、司法書士、行政
書士等）などの外部人材

消費者教育

コーディネーター

多様な関係者や場をつなぐため、

間に立って調整

職域 家庭

学校

消費生活センター等を拠点とする、多様な主体が連携・協働した体制作り

様々な場における、外部人材を活用した効果的な消費者教育を実現
育成・配置の促進

消費生活相談員、元教員、NPOの一員など

【16都道府県、9政令市で設置済み】

平成25年６月28日 閣議決定

（平成30年３月20日 変更）



幼児期 小学生期 中学生期 高校生期
成人期

特に若者 成人一般 特に高齢者

各期の特徴 様々な気づきの体験を

通じて、家族や身の回り

の物事に関心をもち、そ
れを取り入れる時期

主体的な行動、社会や

環境への興味を通して、

消費者としての素地の
形成が望まれる時期

行動の範囲が広がり、

権利と責任を理解し、

トラブル解決方法の理
解が望まれる時期

生涯を見通した生活の管

理や計画の重要性、社会

的責任を理解し、主体的な
判断が望まれる時期

生活において自立を進

め、消費生活のスタイル

や価値観を確立し自ら
の行動を始める時期

精神的、経済的に自立

し、消費者市民社会の

構築に、様々な人々と協
働し取り組む時期

周囲の支援を受けつつも

人生での豊富な経験や

知識を消費者市民社会
構築に活かす時期

消
費
者
市
民
社
会
の
構
築

商
品
等
の
安
全

生
活
の
管
理
と
契
約

情
報
と
メ
デ
ィ
ア

トラブル対応能
力

商品安全の理
解と危険を回
避する能力

選択し、契約す

ることへの理解
と考える態度

生活を設計・管
理する能力

情報の収集・処
理・発信能力

消費生活情報
に対する批判的
思考力

情報社会の

ルールや情報
モラルの理解

消費がもつ
影響力の理解

持続可能な
消費の実践

消費者の参画・
協働

困ったことがあったら身近

な人に伝えよう

くらしの中の危険や、もの

の安全な使い方に気づこ

う

約束やきまりを守ろう

欲しいものがあったときは、

よく考え、時には我慢する

ことをおぼえよう

支え合いながらトラブル解

決の法律や制度、相談機

関を利用しよう

安全で危険の少ないくらし

の大切さを伝え合おう

生活環境の変化に対応し

支え合いながら生活を管

理しよう

契約トラブルに遭遇しない

暮らしの知恵を伝え合お

う

身の回りの情報から「な

ぜ」「どうして」を考えよう

支え合いながら情報と情

報技術を適切に利用しよ

う

支え合いながら、トラブル

が少なく、情報モラルが守

られる情報社会をつくろう

支え合いながら消費生活

情報を上手に取り入れよ

う

消費者の行動が環境、経

済、社会に与える影響に

配慮することの大切さを

伝え合おう

支え合いながら協働して

消費者問題その他の社会

課題を解決し、公正な社

会をつくろう

持続可能な社会に役立つ

ライフスタイルについて伝

え合おう

身の回りのさまざまな情

報に気づこう

身の回りのものを大切に

しよう

協力することの大切さを

知ろう

自分や家族を大切にしよ

う

おつかいや買い物に関心

を持とう

トラブル解決の法律や制

度、相談機関を利用しや

すい社会をつくろう

安全で危険の少ないくらし

と消費社会をつくろう

経済社会の変化に対応し、

生涯を見通した計画的な

くらしをしよう

契約とそのルールを理解

し、くらしに活かそう

情報と情報技術を適切に

利用するくらしをしよう

トラブルが少なく，情報モ

ラルが守られる情報社会

をつくろう

消費生活情報を主体的に

評価して行動しよう

生産・流通・消費・廃棄が

環境、経済、社会に与え

る影響に配慮して行動し

よう

地域や職場で協働して消

費者問題その他の社会課

題を解決し、公正な社会

をつくろう

持続可能な社会を目指し

たライフスタイルを実践し

よう

トラブル解決の法律や制

度、相談機関を利用する

習慣を付けよう

安全で危険の少ないくらし

方をする習慣を付けよう

生涯を見通した計画的な

くらしを目指して、生活設

計・管理を実践しよう

契約の内容・ルールを理

解し、よく確認して契約す

る習慣を付けよう

情報と情報技術を適切に

利用する習慣を身に付け

よう

情報社会のルールや情報

モラルを守る習慣を付け

よう

消費生活情報を主体的に

吟味する習慣を付けよう

生産・流通・消費・廃棄が

環境、経済、社会に与え

る影響を考える習慣を身

に付けよう

消費者問題その他の社会

課題の解決や、公正な社

会の形成に向けた行動の

場を広げよう

持続可能な社会を目指し

たライフスタイルを探そう

トラブル解決の法律や制度、

相談機関の利用法を知ろう

安全で危険の少ないくらし

と消費社会を目指すことの

大切さを理解しよう

主体的に生活設計を立て

てみよう

生涯を見通した生活経済の

管理や計画を考えよう

適切な意思決定に基づい

て行動しよう

契約とそのルールの活用

について理解しよう

情報と情報技術の適切な

利用法や、国内だけでなく

国際社会との関係を考えよ

う

望ましい情報社会のあり方

や、情報モラル、セキュリ

ティについて考えよう

消費生活情報を評価、選択

の方法について学び、社会

との関連を理解しよう

生産・流通・消費・廃棄が環

境、経済や社会に与える影

響を考えよう

身近な消費者問題及び社

会課題の解決や、公正な社

会の形成に協働して取り組

むことの重要性を理解しよう

持続可能な社会を目指して、

ライフスタイルを考えよう

販売方法の特徴を知り、

トラブル解決の法律や制

度、相談機関を知ろう

危険を回避し、物を安全

に使う手段を知り、使おう

消費に関する生活管理

の技能を活用しよう

買い物や貯金を計画的に

しよう

商品を適切に選択すると

ともに、契約とそのルー

ルを知り，よりよい契約の

仕方を考えよう

消費生活に関する情報

の収集と発信の技能を身

に付けよう

著作権や発信した情報へ

の責任を知ろう

消費生活情報の評価、選

択の方法について学び、

意思決定の大切さ知ろう

消費者の行動が環境や

経済に与える影響を考え

よう

身近な消費者問題及び

社会課題の解決や、公正

な社会の形成について考

えよう

消費生活が環境に与える

影響を考え、環境に配慮

した生活を実践しよう

困ったことがあったら身近

な人に相談しよう

危険を回避し、物を安全

に使う手がかりを知ろう

物や金銭の大切さに気づ

き、計画的な使い方を考

えよう

お小遣いを考えて使おう

物の選び方、買い方を考

え適切に購入しよう

約束やきまりの大切さを

知り、考えよう

消費に関する情報の集め

方や活用の仕方を知ろう

自分や知人の個人情報を

守るなど、情報モラルを知

ろう

消費生活情報の目的や

特徴、選択の大切さを知

ろう

消費をめぐる物と金銭の

流れを考えよう

身近な消費者問題に目を

向けよう

自分の生活と身近な環境

とのかかわりに気づき、物

の使い方などを工夫しよう

重点領域

※本イメージマップで示す内容は、学校、家庭、地域における学習内容について体系的に組み立て、理解を進めやすいように整理したものであり、学習指導要領との対応関係を示すものではありません。
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鯖江市消費者教育推進計画策定委員会 名簿 

 
令和２年３月現在 

  
  氏名 役職名等   

委員長 南保 勝 
福井県立大学地域経済研究所長・特任教授 

福井県金融広報アドバイザー協議会会長 
学識経験者 

副委員長 島田 広 

福井弁護士会 弁護士 

文部科学省消費者教育推進員委員会委員 

同省消費者教育アドバイザー 

学識経験者 

委員 水野 豊美子 鯖江市くらしをよくする会 会長 消費者代表 

委員 高島 美津子 福井丹南農業協同組合女性部 部長 消費者代表 

委員 藤井 智正 鯖江商工会議所 事務局長 事業所関係者 

委員 鈴木 和欣 鯖江市教育委員会 教育審議官 教育関係者 
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7
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9 　第1回策定委員会

11 　第2回策定委員会

12

1

2
　第3回策定委員会
　市民パブリックコメント実施

3
　第4回策定委員会
　策定・公表

計画策定の経緯

　
　
　
　
　
　
 

令
　
和
　
元
　
年
　
度

　市民アンケート実施
　市内小・中・高等学校等消費者教育実態ヒアリング調査実施
　高校生アンケート実施

　事業所アンケート実施



 

 

 

 

 

 

市
の
消
費
生
活 

相
談
窓
口 

鯖江市消費生活センター 

相談日時：平日(月～金曜日) 

      ８：３０～１７：００ 

年末年始と祝日は除く 

 

☎０７７８-５３-２２０４ 

 〒９１６-８６６６ 

  鯖江市西山町１３-１ 

  鯖江市役所 ２階 

県
の
消
費
生
活 

 
 

相
談
窓
口 

福井県消費生活センター 

 相談日時：平日、土日 

      ９：００～１７：００ 

      年末年始と祝日は除く 

 

☎０７７６-２２-１１０２ 

 〒９１０-０８５８ 

  福井市手寄 1 丁目４-１ 

   ＡＯＳＳＡ ７階 

 

☎１８８ 
 泣き寝入り！ 

令和２年度～令和６年度 

鯖江市消費者教育推進計画 

発 行：鯖江市 総務部 市民窓口課 

  〒９１６－８６６６ 鯖江市西山町１３－１ 

  電 話 ：（０７７８）５３－２２７０ 

  ＦＡＸ：（０７７８）５２－８８５４ 

 

  メール：SC-Madoguchi@city.sabae.lg.jp 

 

令和２年３月発行 

い や や ！ 

と覚えてね 

※地方公共団体が設置している、 

 最寄りの消費生活センターや 

消費生活相談窓口をご案内します 

mailto:SC-Madoguchi@city.sabae.lg.jp
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	５　消費者教育は、消費者の消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に与える影響に関する情報その他の多角的な視点に立った情報を提供することを旨として行われなければならない。
	６　消費者教育は、災害その他非常の事態においても消費者が合理的に行動することができるよう、非常の事態における消費生活に関する知識と理解を深めることを旨として行われなければならない。
	７　消費者教育に関する施策を講ずるに当たっては、環境教育、食育、国際理解教育その他の消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携が図られるよう、必要な配慮がなされなければならない。
	（国の責務）
	第四条　国は、自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができる自立した消費者の育成が極めて重要であることに鑑み、前条の基本理念（以下この章において「基本理念」という。）にのっとり、消費者教育の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
	２　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の施策が適切かつ効率的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る消費者教育の推進に関する施策を推進しなければならない。
	（地方公共団体の責務）
	第五条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、消費生活センター（消費者安全法（平成二十一年法律第五十号）第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。第十三条第二項及び第二十条第一項において同じ。）、教育委員会その他の関係機関相互間の緊密な連携の下に、消費者教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
	（消費者団体の努力）
	第六条　消費者団体は、基本理念にのっとり、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われる消費者教育に協力するよう努めるものとする。
	（事業者及び事業者団体の努力）
	第七条　事業者及び事業者団体は、事業者が商品及び役務を供給する立場において消費者の消費生活に密接に関係していることに鑑み、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が実施する消費者教育の推進に関する施策に協力するよう努めるとともに、消費者教育の推進のための自主的な活動に努めるものとする。
	（財政上の措置等）
	第八条　政府は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
	２　地方公共団体は、消費者教育の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
	第二章　基本方針等
	（基本方針）
	第九条　政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針（以下この章及び第四章において「基本方針」という。）を定めなければならない。
	２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
	一　消費者教育の推進の意義及び基本的な方向に関する事項
	二　消費者教育の推進の内容に関する事項
	三　関連する他の消費者政策との連携に関する基本的な事項
	四　その他消費者教育の推進に関する重要事項
	３　基本方針は、消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第九条第一項に規定する消費者基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
	４　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
	５　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、消費者教育推進会議及び消費者委員会の意見を聴くほか、消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
	６　内閣総理大臣及び文部科学大臣は、第四項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
	７　政府は、消費生活を取り巻く環境の変化を勘案し、並びに消費者教育の推進に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
	８　第四項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
	（都道府県消費者教育推進計画等）
	第十条　都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号において「都道府県消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
	２　市町村は、基本方針（都道府県消費者教育推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県消費者教育推進計画）を踏まえ、その市町村の区域における消費者教育の推進に関する施策についての計画（以下この条及び第二十条第二項第二号において「市町村消費者教育推進計画」という。）を定めるよう努めなければならない。
	３　都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その都道府県又は市町村の区域の消費者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、第二十条第一項の規定により消費者教育推進地域協議会を組織している都道府県及び市町村にあっては、当該消費者教育推進地域協議会の意見を聴かなければならない。
	４　都道府県及び市町村は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
	６　第三項及び第四項の規定は、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の変更について準用する。
	（学校における消費者教育の推進）
	第十一条　国及び地方公共団体は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。第三項において同じ。）の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない。
	２　国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実するため、教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない。
	３　国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、その内外を問わず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推進するものとする。
	（大学等における消費者教育の推進）
	第十二条　国及び地方公共団体は、大学等（学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに専修学校、各種学校その他の同条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものをいう。以下この条及び第十六条第二項において同じ。）において消費者教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、学生等の消費生活における被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。
	２　国及び地方公共団体は、大学等が行う前項の取組を促進するため、関係団体の協力を得つつ、学生等に対する援助に関する業務に従事する教職員に対し、研修の機会の確保、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
	（地域における消費者教育の推進）
	第十三条　国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター（以下この章において「国民生活センター」という。）は、地域において高齢者、障害者等に対する消費者教育が適切に行われるようにするため、民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める社会福祉主事、介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
	２　国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館その他の社会教育施設等において消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
	（事業者及び事業者団体による消費者教育の支援）
	第十四条　事業者及び事業者団体は、消費者団体その他の関係団体との情報の交換その他の連携を通じ、消費者の消費生活に関する知識の向上が図られるよう努めるものとする。
	２　事業者は、消費者からの問合せ、相談等を通じて得た消費者に有用な消費生活に関する知識を広く提供するよう努めるものとする。
	３　事業者は、その従業者に対し、研修を実施し、又は事業者団体等が行う講習会を受講させること等を通じ、消費生活に関する知識及び理解を深めるよう努めるものとする。
	４　事業者団体は、消費者団体その他の民間の団体が行う消費者教育の推進のための活動に対し、資金の提供その他の援助に努めるものとする。
	（教材の充実等）
	第十五条　国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその効果的な提供に努めなければならない。
	（人材の育成等）
	第十六条　国、地方公共団体及び国民生活センターは、消費者安全法第十一条に規定する相談員その他の消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動を行う者に対し、消費者教育に関する専門的知識を修得するための研修の実施その他その資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。
	２　国及び地方公共団体は、大学等、研究機関、消費者団体その他の関係機関及び関係団体に対し、消費者教育を担う人材の育成及び資質の向上のための講座の開設その他の自主的な取組を行うよう促すものとする。
	（調査研究等）
	第十七条　国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関その他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的かつ効果的な消費者教育の内容及び方法その他の国の内外における消費者教育の内容及び方法に関し、調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めなければならない。
	（情報の収集及び提供等）
	第十八条　国、地方公共団体及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関する情報その他の消費者教育に関する情報について、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮しつつ、これを収集し、及び提供するよう努めなければならない。
	２　国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無その他の消費者の特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の内容に的確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。
	第四章　消費者教育推進会議等
	（消費者教育推進会議）
	第十九条　消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。
	２　消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
	一　消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
	二　基本方針に関し、第九条第五項（同条第八項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理すること。
	３　消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
	４　前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
	（消費者教育推進地域協議会）
	第二十条　都道府県及び市町村は、その都道府県又は市町村の区域における消費者教育を推進するため、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センターその他の当該都道府県又は市町村の関係機関等をもって構成する消費者教育推進地域協議会を組織するよう努めなければならない。
	２　消費者教育推進地域協議会は、次に掲げる事務を行うものとする。
	一　当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進地域協議会の構成員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
	二　都道府県又は市町村が都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を作成し、又は変更しようとする場合においては、当該都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画の作成又は変更に関して意見を述べること。
	３　前二項に定めるもののほか、消費者教育推進地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、消費者教育推進地域協議会が定める。
	附　則
	（施行期日）
	１　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
	（検討）
	２　国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
	（消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正）
	３　消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の一部を次のように改正する。
	目次中「第五条の二」の下に「―第五条の四」を加える。
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